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令和４年度『わかやま庭園文化と歴史回遊』ツアー造成事業業務委託に係る公募要領 
 
 ガーデンツーリズム計画書『わかやま庭園文化と歴史回遊～ 紀州徳川家の城下町から高

野山へ 紀の川の恵みを感じる旅 ～』（以下、『わかやま庭園回遊』という。）をテーマとす

るツアー商品を造成する業務委託について、プロポーザル方式により委託事業者の選定を

行うため、提案書の募集を行います。 
 
１．公募事項 
（１）案件名：令和４年度『わかやま庭園文化と歴史回遊』ツアー造成事業業務委託 
（２）業務内容：別紙「令和４年度『わかやま庭園文化と歴史回遊』ツアー造成事業業務

委託仕様書」のとおり 
（３）契約期間：契約の日から令和５年１月３１日まで 
 
２．応募資格 
次に掲げる全ての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しな

い者であること。 
（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされて

いる者、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、再生手続開始の申立て

がなされている者でないこと。 
（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第

2 項に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行う者でないこと。 
（４）国税、県税（県内事業者のみ）について未納がない者であること。 
 
３．スケジュール 

項   目 日   程 

提案書作成に係る質問受付 令和４年６月１７日（金） 午後５時００分まで 

参加申込書の提出期限 令和４年６月１７日（金） 午後５時００分まで 

提案書の受付期間 令和４年６月２２日（水） 午後５時００分まで 

審査結果の通知・公表 令和４年６月３０日（木）（予定） 

契約締結の予定日 令和４年７月上旬（予定） 

 
 



2 
 

４．応募手続 
（１）担当者 

和歌山県ガーデンツーリズム推進協議会事務局（担当者：成田） 
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通 1 丁目 1 番地 和歌山県観光局観光交流課内 
TEL:073-441-2785（直通） FAX:073-427-1523 
e-mail:e0625001@pref.wakayama.lg.jp 

（２）提案書作成に係る質問について 
  ①質問期限：令和４年６月１７日（金）午後５時００分まで 
  ②質問方法：説明会は開催しないため、「質問票」（様式２）をファクシミリ又は電子

メールで「４．（１）担当者」まで送付すること。送付後に同票が届いたかどうか担

当者まで電話で確認を行うこと。 
  ③質問回答：随時、質問者及び「４．（３）」の参加申込者に電子メールにより回答す

る。 
（３）参加申込書の提出について 
  ①申込期限：令和４年６月１７日（金）午後５時００分まで 
  ②申込方法：「プロポーザル参加申込書（様式１）」により、ファクシミリ又は電子メ 

ールで「４．（１）担当者」まで送付すること。送付後に同申込書が届いたかどうか

担当者まで電話で確認を行うこと。 
（４）提案書の提出 
  ①プロポーザル参加者は、「プロポーザル申請書（様式３）」「提案書（様式任意）」、「経

費に係る見積書（任意様式ではあるが、「経費算出の内訳」を添付すること。その際、

内訳の根拠となる資料を求めることがある。）」、「誓約書（様式４）」、「提案者概要書

（様式５）」及び「役員等に関する調書（様式６）」について、令和４年６月２２日

（水） 午後５時００分までに郵送（期限内書留必着で２部（正本１部、副本１部））

及び電子データにより、「４．（１）担当者」あてに提出して下さい。 
なお、電子データでの提出においては、「４．（１）担当者」に電子データをアッ

プロードするための URL の発行を電話にて依頼してください。 
提案書の提出後、提案書が届いたかどうかの確認を必ず担当者あてに電話で行う

こと。 
  ②プロポーザル参加者１者につき１提案とし、提案にかかる費用の総額は委託予算額

の範囲内とします。 
  ③一度提出した提案書及び見積書は、これを書換え、引替え又は撤回することができ

ないものとします。 
 
５．審査・選定方法 
（１）下記審査基準に合致する事業者を選定するため、プロポーザル審査会を実施し、各

事業者の能力等を把握するものとします。 
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（２）提出された提案書及び添付書類について、プロポーザル審査会による審査を実施し、

委託事業者を選定します。 
（３）採用となった提案書については、提案内容の一層の充実を図るため、協議会と協議

の上、変更する場合があります。 
（４）審査結果は参加者に通知するとともに、和歌山県観光局観光交流課のホームページ

上で公表します。 
 
６．審査基準・配点 
（１）審査項目及び評価内容 
提案内容については、下記の項目に基づき数値（得点）で評価し、契約候補者を選定す

る。 
①業務遂行能力（５点×２） 
 ・業務遂行に必要な人員及び体制が十分確保されているか。 
 ・安定的に業務を遂行できる能力を有するか。 
 ・過去に同等の業務実績を有しているか。 
 ・実現可能な事業スケジュールを提案しているか。 
②業務統括能力（５点×２） 
 ・全体業務を統括できる能力を有するか。 
 ・関係者との連携体制を構築し、事業を円滑に進める能力を有するか。 
③業務内容の理解度（５点×１．５） 
・提案内容が『わかやま庭園回遊』のコンセプトに沿ったものであるか。 

④造成するツアー商品の具体性（５点×１．５） 
 ・提案内容が仕様書に合ったものであるか。 
・造成するツアー商品の具体的な行程が、旅行者が庭園と観光地を周遊したくなるよ

うな内容になっているか。 

・造成したツアー商品の国内外への具体的な販路の提案がされているか。 

・実現可能なモニターツアーの実施体制が提案されているか。 
⑤見積書の内容（５点） 
・単価や数量等が適正に見積もりされているか。 
・数量等が仕様書に合ったものであるか。 

（２） 契約候補者の選定について 
各審査員の評価点の合計が、満点の６割以上である事業提案を行った提案者のうち最高

評価点の提案者１者を契約候補者とする。提案者が１者の場合においても、評価点の合計

が満点の６割以上に達している場合、当該提案者を契約候補者に選定する。 
（３） 評価点が同点の場合の決定方法 
「①業務遂行能力」の評価点が高い事業者を選定する。「①業務遂行能力」が同点の場合

は、以下順に②、③、④、⑤の評価点を比較し、点数が最も高い事業者を選定する。 
上記においても評価点が同点であった場合、審査の合議により契約候補者を選定する。 
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（４）委託金額上限 

７，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）以上７，７００，０００円（消

費税及び地方消費税を含む）以下 
 
７．失格事由 
 以下の条件のいずれかに該当する場合は、失格となることがある。 
（１）参加資格を満たさない場合 
（２）提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合。 
（３）提案書の作成のための仕様書等に示された条件に適合しない場合 
（４）提案書に記載すべき事項の全部または一部が記載されていない場合 
（５）提案者に次の行為があった場合 

①委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。 
②他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 
③事業者選定終了までの間に、他の提案者に応募事案の内容を意図的に開示すること。 
④応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。 
⑤その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 
８．選定結果の通知方法 

審査結果は契約候補者を選定後、すみやかに参加者に通知するとともに、和歌山 
県観光局観光交流課のホームページに掲載します。 

 
９．契約の締結 
 選定した契約候補者と協議会は、提案内容をもとに、協議の上で仕様書の内容を確定 
して契約を締結するものとする。 
 なお、協議が整わない場合又は契約候補者が契約を辞退した場合は、選定結果において、 
次点の候補者と協議する。 
 本公募は、観光庁の令和４年度「地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品

の創出事業」補助金の交付決定を前提とした事前準備手続きであり、交付決定がされない

場合には、提案を公募したに留まり、いかなる効力も発生しません。 
 
１０．その他 
（１）プロポーザル参加者が和歌山県ガーデンツーリズム推進協議会事務局に提出した書 

類に含まれる著作物の著作権は、第三者に権利の対象となっている部分を除き、プロ

ポーザル参加者に帰属します。 
（２）提出書類は返却しません。 
（３）提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の
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対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則としてプロポーザル参加者

が負担します。 
（４）責任の所在を明確にする観点から、共同提案は受け付けない。 
（５）プロポーザル参加者が本件提案に要した費用については、全て参加者が負担するも 

のとします。 
（６）提案書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

以上 
 


